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整 理 番 号  ２０２０Ｐ－２０６ 

補助事業名  ２０２０年度 福祉車両（訪問入浴車）の整備 補助事業 

補助事業者名  社会福祉法人島田市社会福祉協議会 

 

 

１ 補助事業の概要 

（１）事業の目的 

島田市川根地区の要介護状態の高齢者や身体障害者へ訪問入浴サービスを継続して

提供するため、老朽化した訪問入浴車を新規で導入（交換）する。 

 

（２）実施内容（URL） https://www.shimada-shakyo.jp/ 

訪問入浴車の導入について 

 

      車両使用時（イメージ）              車両前から 

 

２ 予想される事業実施効果 

島田市川根地区で訪問入浴のサービス提供を継続することができます。 

   川根地区では、高齢化率が約４５％の中山間地域であり、在宅介護サービスが限 

られています。 

今後も、高齢者や身体障害者が、川根地区で在宅生活を希望する場合には在宅介護 

サービスの選択肢の１つになり、在宅生活が継続でき、安心して生活することができ

ます。 

 

 

 

 

  

https://www.shimada-shakyo.jp/
https://www.shimada-shakyo.jp/managed/wp-content/uploads/2021/02/about-car-202102.pdf
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３ 印刷物等 

  本事業に係わる印刷物等 

島田市社会福祉協議会広報紙 「みんなのふくしだよりＮｏ．１１６ 令和３年１月号」 

https://www.shimada-shakyo.jp/document/ 

https://www.shimada-shakyo.jp/managed/wp-content/uploads/2021/01/2021-01.pdf 

 

４ 事業内容についての問い合わせ先 

団 体 名： 社会福祉法人 島田市社会福祉協議会 

（シャカイフクシホウジン シマダシシャカイフクシキョウギカイ） 

住   所： 〒４２７－００５６ 

静岡県島田市大津通２番の１ 

代 表 者： 会長 山城厚生（ヤマシロアツタカ） 

担 当 部 署： 事務局（ジムキョク） 

担 当 者 名： 主幹 持塚新次（モチヅカシンジ） 

電 話 番 号： ０５４７－３５－６２４７ 

Ｆ Ａ Ｘ： ０５４７－３７－８２４９ 

Ｅ－ｍａｉｌ： fureai@shimada-shakyo.jp 

Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.shimada-shakyo.jp/ 
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